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執行役員制度の導入に関するお知らせ 

 

 当行は、本日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決議いたしましたので、お

知らせします。 

 

記 

 

１．執行役員制度導入の目的 

(1)取締役会で決定した経営方針や戦略について、より迅速かつ機動的に遂行する態勢

を整備するとともに、取締役会の監督機能の一層の強化につなげます。 

(2)経営陣の後継者候補となる重要なポストと位置づけ、執行役員本人とその他の行員

のモチベーションの向上を図り、人材育成を推進します。 

 

２．執行役員制度の概要 

(1)執行役員の任期は１年とし、選任・解任は取締役会の決議によるものとします。 

(2)執行役員は代表取締役の統括の下、取締役会から委嘱された範囲で業務執行を行い

ます。 

 

３．導入時期 

平成３１年４月１日 

以 上 


